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ご意見・ご質問等への回答について（令和３年度第 3回箕面市障害者市民施策推進協議会）

令和 3年１１月１６日

（１）国道 423 号歩行者デッキ点字タイルの配置について

（２）専門部会希望調査の結果について

（３）第５期箕面市障害福祉計画・第１期箕面市障害児福祉計画の実施状況について

意見・質問等 回答

北急まちづくり推進室におきましては障害者市民
のニーズに対応いただき、感謝申し上げます。ただ
し３年も前のことで再度、視覚に障害のある方に
現地確認をいただきたく存じます。

屋外で使用できる「誘導用電子チャイム」もあるよ
うです。デッキから繋がる各出入り口に設けられ
るとより安心ではないかと思います。

工事中の現地確認については安全上実施
困難であり、どうしても設計図面での確認
となる旨ご了承願います。なお、提示した
点字タイルの配置については、道路の移動
等円滑化整備ガイドラインに基づき計画
しており、視覚に障害のある方も安全にご
通行いただけるものと考えております。

デッキから繋がる複合公共施設の各出入
口には音声誘導支援設備を設置しており
ます。

意見・質問等 回答

（意見等なし）

意見・質問等 回答

身体障害者手帳所持者数が平成 30 年から令和３年
まで減少しているのは、65 歳以上の方の減少が要因
でしょうか。

精神障害者保健福祉手帳の所持者が年々増加（令和
３年で 1,108 人）していますが、所持者の福祉サー
ビス利用などに繋がっている方（同年 209 人）が少
ないように思います。何等かの人的ネットワークに
つながっているかが気になります。

訪問系サービスの同行援護の実績値が低くなるの
は、新型コロナウイルスの影響であることが明白だ
が、障害児居宅介護も同様の理由からと考えてよい
のでしょうか。それは短期入所サービスも同様なの
でしょうか。
数値データの提供だけでは行政の計画値と実績値
の差異しか見えてこず、現状福祉サービスの利用者

65 歳以上のかたの人口は全国、箕面市と
もに増加傾向にあります。手帳所持者の減
少の要因は分析できていません。

窓口で手帳の交付（更新含む）をする際に
利用できるサービスのご案内をしており、
必要に応じてケースワーカーへつないでお
ります。

令和２年度の同行援護、短期入所の実績値
が低くなっている理由として、新型コロナ
ウイルスの影響によりサービスの利用を控
えられたことが大きな要因となっていると
考えています。
障害児の居宅介護については詳細な理由は
分析できておりませんが、令和２年度につ
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の満足度を図ったデータがなく、充足度が不明で
す。

第 6期箕面市障害福祉計画、第 2期箕面市障害児福
祉計画によれば、すべての障害者が、家族の介護や
支援の有無にかかわらず、地域の中で安定した自立
生活を送るため、地域生活を支える福祉サービス基
盤の整備・充実が重要と記されていますが、現状で
は、家族がいらっしゃるから家族対応でお願いしま
す、ということを箕面市地域包括ケア室より何度か
お聞きしたことがあります。家族、特に親の高齢化
が喫緊の課題とされていますのに、家族の支援に依
存した状況は課題だと思います。

障害福祉サービスの実績ですが、重度訪問(人数)は
毎年対計画比が減少しています。なぜですか？
同じく実績障害児の居宅介護も減少している理由
は？
同様に療養介護は増加している理由は？
自立生活援助とはなんですか？実施している市内
の機関はどこですか？
全体的に訪問系サービスは減少していますが、その
理由は？

居宅介護、移動支援事業で障害児の利用実績が低
く、多分コロナで利用控えだったのだと思うが、控

いては新型コロナウイルスの影響も一つの
要因と考えられます。
障害者総合支援法上、障害福祉計画では障
害福祉サービスの種類毎の必要量の見込み
を定めるものとされ、実績ではサービス利
用実績値を報告することとなっておりま
す。利用者の満足度を図る指標等は定めら
れておらず、本市では満足度調査等を実施
しておりません。

ご意見ありがとうございます。
障害福祉サービスは、家族支援ありきでは
なく、家族の高齢化等の状況も踏まえた上
で必要性を勘案し支給決定をしておりま
す。なお、ご指摘いただきましたようにサ
ービス基盤の整備・充実は重要な課題と認
識しており障害福祉計画にもサービス見込
み量確保の方策として方針を記載している
ところです。

障害福祉サービスの利用実績の人数は年間
のひと月当たりの平均人数です。
重度訪問介護や障害児居宅介護支援につい
て、詳細な理由の分析はできておりません
が転出等の住民票の異動、長期入院等があ
あり利用実績がなかった月があるなどして
平均人数が減少したものと考えられます。
また、障害児居宅介護については令和２年
度は新型コロナウイルスの影響も一つの要
因と考えられます。
療養介護については新規利用者の増があっ
たものです。
自立生活援助は、単身で生活するかたの居
宅を定期的に訪問し、食事、洗濯、掃除な
どに課題はないか、公共料金や家賃に滞納
はないかなどについて確認を行い、必要な
助言や医療期間等との連絡調整を行います
（第６期障害福祉計画 P149 参照）。本市で
の指定事業所はありません。

障害児の居宅介護等については詳細な理由
は分析できておりませんが、令和 2年度に



（別紙）

3

（４）地域生活支援事業（入浴サービス）について

えた事で保護者などのかなり負担になったと思う
が、そのあたりの状況は把握されているのか。どう
して低いのか。利用しなかった時はどのように対処
したのか知りたいです。

ついては新型コロナウイルスの影響も一つ
の要因と考えられます。サービスを利用し
ていない場合の詳細な生活状況までは把握
しておりません。

意見・質問等 回答

【入浴サービス見直し案】
案１（シャワー浴を入浴とみなさない）４人
案２（シャワー浴を入浴とみなす）1人
その他 1人

（案１理由）
・ シャワー浴を入浴とみなさない場合でも週 1回
は訪問+施設入浴が保障されるという認識であ
っていますか？であれば、シャワー浴でも洗い
流す感覚を得られるので案 1に賛成です

・ 湯船につかる入浴は健康を保つ上でとても重要
だから。シャワー浴だけでは得られない健康上
の効果があるから。

・ シャワー浴のところがよく分からないのできち
んと口頭で説明してほしい

（案２理由）
・ 清潔保持を保ちたい方にとっては、シャワー浴
でも対応される機会がある方が望ましいと考え
ます。

（その他理由）
・ 清潔目的であれば、シャワーも浴槽利用も同じ
ようにもうつりますが、利用される方個別に必
要な入浴は何かを考えておくことも大切だと思
います。NHKの記事でも、全国の訪問入浴の事
業所の経営状況調査において事業所の 40％以上
が、赤字を抱え、経営難や人手不足は全国へ広が
っているそうです。地域の事情によって希望す
る人が必要なサービスを利用できない事態にな
らないようにしないといけないと考えます。生
活介護で入浴できる事業所は市内にそう多くは
ないと思います。生活介護事業所新設や部分的
に地域生活支援拠点事業等の機能も検討できる
のではないかと感じました。

ご意見ありがとうございます。
皆様のご意見を踏まえ、入浴サービス見直
し案及び経過措置期間について庁内での検
討を進め、決定した見直し内容については
改めてご報告、説明を行います。
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（５）その他

【経過措置期間案】
案１（経過措置 2年）1人
案２（経過措置 3年）1人
その他 0人

（案１理由）
・ 経過措置云々よりも自宅で入浴できる環境への
支援策が急務である。住宅改造制度の柔軟な運
用、介護支給量の担保、ヘルパー事業所の社会資
源不足解消の方に軸足を置くべきである。

（案２理由）
・ 入浴サービスのニーズは今後益々需要があるの
は確かで、制度見直しを行う中で、修正していく
ことも多いだろうと考えます。

意見・質問等 回答

・ 緊急事態宣言になる度に書面開催や中止が続
き、この 2年議論が積み重なっていきません。た
だでさえ 2カ月に 1度の会議、貴重な時間です。
わたしも障推協優先でスケジュールを組んでい
ます。形骸化するのではなく、恒常的にオンライ
ンで開催する方法を検討してください！

・ 数少ない協議会の場が文書回答のみの開催とい
うのは少し残念に思います。ＺＯＯＭなどを活
用したオンライン開催で行うのも可能ですし、
聴覚障害のある方も含めた配慮も他参加してい
る会議で可能だと把握しています。今後、是非、
ご検討ください。

・ 新型コロナワクチン接種に伴う障害特性に応じ
た合理的配慮についてR3.3の会議で案内があっ
たところですが、接種希望有無は個人の意思は
当然ですが、障害者市民の接種状況がもしわか
ればご教示いただけますと幸いです。また、個別
になりますが、注射が苦手な方は受けられない、
本人の意思決定がしづらい方への対応などの課
題があるように感じます。

ご意見ありがとうございます。現在情報保
障が必要なかたへの配慮も含めたオンラ
イン開催の方法を検討しております。

個人情報の観点から個人の接種状況につ
いての把握はいたしません。
市の集団接種においては、障害特性など個
別の状況に応じ、可能な限り必要な配慮を
いたしております。


